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廃棄物処分場（セブ市） ダバオ市での打合せ 

廃棄物中間処理施設（ケソン市） 天然資源環境省との打合せ1 

天然資源環境省との打合せ2 合意文書（R/D）署名式 
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アジア・太平洋プロジェクト組

成ファシリティ 

BAT/BEP 
Best Available Technology/ 
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利用可能な 高技術・環境適合

事例 

BOI Board of Investment 投資委員会 

BOT Build Operate Transfer 建設、操業、譲渡 

CDM Clean Development Mechanism クリーン開発メカニズム 

DAO Department Administrative Order 省令 

DENR Department of Environment and Natural Resources 環境天然資源省 

DOE Department of Energy エネルギー省 

DOH Department of Health 保健省 

DOST Department of Science and Technology 科学技術省 

ECC Environmentally Compliance Certificate 環境適合認証書 

EMB Environmental Management Bureau 環境庁 

EO Executive Order 行政命令 

ERLSD 
Environmental Research and Laboratory Services 

Division 
環境リサーチ・ラボサービス部

ETV Environmental Technology Verification 環境技術実証 

EQD Environmental Quality Division 環境質部 

FIT Feed In Tariff 売電単価 

FS Feasibility Study 実施可能性調査 

GEF Global Environemnt Facility 地球環境ファシリティ 

IGES Institute for Global Environmental Strategies (公財)地球環境戦略研究機関 

IPOPs Integrated Persistent Organic Pollutants 統合的残留性有機汚染物質 

IRR Implementation Rule and Regulation （法令の）実施細則 

JAO Joint Administrative Order 共同省令 

JICA Japan International Cooperation Agency 国際協力機構 

LGU(s) Local Governemt Units 地方自治体 

MMDA Metropolitan Manila Development Authority マニラ首都圏開発庁 

MRF Material Recovery Facility ケソン市資源回収施設視察 

NEDA National Economic Development Authority フィリピン経済開発機構 

NGO Non-Government Organizations 非政府組織 

NSWMC National Solid Waste Management Commission 国家固形廃棄物管理委員会 

PD Presidencial Decree 大統領令 



略語名 正式名称（英語） 正式名称（日本語訳） 

PDTSS Program Development and Technical Services Section
プログラム開発・技術サービス

部門 

PPP Public-Private-Partnership 官民パートナーシップ 

RA Republic Act 共和国令 

RDF Refuse Derived Fuel ごみ固形化燃料 

SWMD Solid Waste Management Division 廃棄物管理部 

TF Tipping Fee 処理料金 

TWG Technical Working Group 技術検討会 

WACS Waste Amount and Composition Survey 廃棄物量・組成調査 

WB World Bank 世界銀行 

WTE Waste to Energy 廃棄物発電・エネルギー回収 
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第１章 詳細計画策定調査の概要 

 

１－１ 調査団派遣の経緯と目的 

フィリピンにおける固形廃棄物問題は、マニラ首都圏や地方中核都市において深刻な社会問題

となっており、フィリピン政府にとって解決が求められる 優先課題の1つである。フィリピン

政府は、固形廃棄物の処理・処分を適切に行うため「共和国法9003号Ecological Solid Waste 

Management Act（固形廃棄物管理法）（以下、「RA9003」と記す。）」を2001年に施行し、不適切な

終処分場を衛生埋立処分場に移行することを定めるとともに、発生源における廃棄物の減量化

及び排出される廃棄物のリサイクルを通じ 終処分される廃棄物処分量を極力削減し、発生する

廃棄物を適正に管理することをめざしてきた。RA9003では2006年までにすべての不適切な 終処

分場を衛生埋立処分場に移行することを定めたが、衛生埋立化は一部に留まっている。また、

RA9003では廃棄物管理は地方自治体（Local Governemt Units：LGU）の責任で行う旨規定してい

るが、技術的・経済的問題から適切な廃棄物管理が行われている地方自治体は限定的である。特

に都市域においては、 終処分場の稼働差止めにかかる住民訴訟や 終処分場の新規設立のめど

が立たないなど、適切な廃棄物管理の実施が困難な状況が発生しており、中央政府が廃棄物管理

施設の整備等に対し適切な措置をとる必要が生じている。 

2001年に施行されたRA9003は不適切な処分場の閉鎖を定め発生源における廃棄物の減量化を

試みる高い理想を掲げた法律であった。他方、1999年の大気浄化法（RA8749）によって廃棄物の

焼却が実質的に禁止された後に策定されたRA9003は、焼却を行わない前提の下で策定された法律

でもあった。3R（Reduce、Reuse、Recycle）が理想どおり行われる前提で計画された処分場計画

は、地方自治体の財政的・技術的制約から想定どおりにはならず、民営化が進んだ収集運搬によ

りマテリアルフローの管理がままならない現状がある。 

環境天然資源省（Department of Environment and Natural Resources：DENR）は 2002年1月の 高

裁判所判決を受けて、2002 年 7 月 12 日に Memorandum Circulation (MC2002-05)を通達し、大

気浄化法第 20 条は、焼却を禁止したのではなく、毒性・有害な煙を発する焼却が禁止である旨、

明確にしている。その後、2013年10月に下院議会での大気浄化法改正の提案(House Bill 3161)に

よって、適正な焼却を容認する動きがあったが反対が大きく、改正には至っていない。MC2002-05

にもとづいて、国家固形廃棄物管理委員会（National Solid Waste Management Commission：NSWMC）

では、廃棄物発電・エネルギー回収（Waste To Energy：WTE）導入のためのガイドラインを作成

しており、DENR及びNSWMCからの要請により、わが国環境省はWTEガイドラインの整備に協

力してきた。同ガイドラインは、NSWMC Resolution 669として、2016年6月に発行され、現在、

省令化の手続きが進められている。 

このガイドラインは廃棄物施設の導入にあたり考慮すべき基本的な事項やモニタリング義務等

といった環境配慮要件を定めているが、これを担当する環境天然資源省環境庁（Environmental 

Management Bureau：DENR-EMB）はWTE施設に対するモニタリングについて経験や実績がない。

また、LGUはWTE施設導入に関連した審査や施設導入にあたり行政機関が留意すべき事項につい

て知見を有していない。これらの背景から、DENR-EMBやLGUのWTEに係るモニタリング能力向

上を目的とした技術協力プロジェクトの要請が提出された。 

要請に基づき、国際協力機構（Japan International Cooperation Agency：JICA）は、2016年12月～
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2017年3月まで、プロジェクト形成に必要な情報を収集・整理することを目的とした「詳細計画

策定調査（第1次）」を実施した。同調査（第1次）では、フィリピン政府が整備したWTEガイド

ラインの詳細及び中央政府、LGUのWTE導入を含む廃棄物管理の現状・課題を確認・分析し、

WTE施設導入にあたってフィリピン政府行政機関が検討すべき事項を明らかにするとともに、プ

ロジェクトの活動内容や実施体制等に係る検討を行った。 

第1次調査の結果を踏まえ、詳細計画策定調査（第2次）では、プロジェクトの実施体制及び活

動内容を含むプロジェクトのフレームワーク全体について確認･協議・ 終化し、プロジェクト

にかかわる合意文書を締結した。 

 

１－２ 調査団の構成 

 調査団（第1次）は、以下に示す3名により実施した。 

担  当 氏  名 所  属 
総括/廃棄物管理計画 神下 高弘 日本工営株式会社 

廃棄物発電 小坂 慎 株式会社エイト日本技術開発 
環境管理 田邉 智章 日本工営株式会社 

 

 調査団（第2次）は、以下に示す3名により実施した。 

担  当 氏  名 所  属 

総括 柏村 正允 
独立行政法人国際協力機構 

地球環境部環境管理グループ 
環境管理第一チーム 

廃棄物管理 神下 高弘 日本工営株式会社 
評価分析 青木 裕子 国際航業株式会社 

 

１－３ 調査行程・日程 

第1及び2次調査の全体調査行程及び両調査の現地調査日程を以下に示す。 

 

 第1次調査行程 

2016年12月初旬～2017年1月中旬：第1次国内作業（準備作業） 

2017年1月中旬～2月下旬：現地調査 

2017年2月下旬～3月上旬：第2次国内作業（調査結果取りまとめ） 

 

 第2次調査行程 

2017年6月下旬：第1次国内作業（準備作業） 

2017年7月上旬～下旬：現地調査 

2017年7月下旬～8月上旬：第2次国内作業（調査結果取りまとめ） 
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表１－１ 現地調査日程（第1次） 

日数 月日 曜日 作業内容 

1 1/15 日 東京発→マニラ着 

2 1/16 月 10:00 JICAフィリピン事務所 TV会議（マニラ-東京） 

3 1/17 火 14:00- キックオフ・ミーティング（DENR、EMB、NSWMC） 

4 1/18 水  9:00- ケソン市現場視察（パヤタス処分場及び周辺施設） 

5 1/19 木 
 9:00- マニラ首都圏開発庁（MMDA）ヒアリング 

10:00- ケソン市資源回収施設視察（MRF） 

6 1/20 金 
10:00- 投資委員会（BOI）ヒアリング 

14:00- DENR-EMB-分析室（ラボ）ヒアリング 

7-8 1/21-22 土/日 資料整理 

9 1/23 月 
10:00- エネルギー省（DOE）ヒアリング 

14:00- フィリピン経済開発機構（NEDA）ヒアリング 

10 1/24 火 

 9:00- ケソン市ワークショップ（WS）（環境省・大阪市支援・日立造船

FS報告） 

16:00- ケソン市ヒアリング 

11 1/25 水 
マニラ発→ダバオ着 

13:00- ダバオ市WS（環境省・北九州市支援） 

12 1/26 木 
10:30- ダバオ市ヒアリング 

13:00- ダバオ市現地視察（ニューカルメン処分場、MRF） 

13 1/27 金 

10:00- EMB-地域ラボヒアリング 

13:30- ダバオ市環境天然資源局ヒアリング 

16:00- ダバオ市現地視察（MRF） 

14-15 1/28-29 土/日 資料整理 

16 1/30 月 ダバオ発→セブ着 

17 1/31 火  9:00- セブ市現地視察（イナヤワン処分場、MRF） 

18 2/1 水 
 8:00- 萬世社建設中プラント視察 

16:00- セブ市環境天然資源局ヒアリング 

19 2/2 木 10:00- EMB-地域ラボヒアリング 

20 2/3 金  9:30- セブ市WS（横浜市支援） 

21 2/4 土 資料整理 

22 2/5 日 セブ発→マニラ着 

23 2/6 月 10:00- ケソン市ヒアリング 

24 2/7 火 13:30- DENR-EMB、NSWMCヒアリング（2回目） 

25 2/8 水 16:00- JICAフィリピン事務所打合せ 

26 2/9 木  9:00- DOSTヒアリング 

27 2/10 金 10:00- JICAフィリピン事務所 TV会議（マニラ-東京） 

28-29 2/11-12 土/日 資料整理 

30 2/13 月 資料整理 

31 2/14 火 14:00- ラップアップ・ミーティング（DENR、EMB、NSWMC） 

32 2/15 水 資料整理 

33 2/16 木 資料整理 

34 2/17 金 16:00- JICAフィリピン事務所帰国前報告 

35 2/18 土 マニラ発→東京着 

出典：JICA調査団 
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表１－２ 現地調査日程（第2次） 

日数 月日 曜日 作業内容 

1 7/4 火 東京発→マニラ着 

2 7/5 水 

10:00- キックオフ・ミーティング（DENR、EMB、NSWMC） 

12:00- DENR-EMBラボヒアリング 

16:00- ケソン市ヒアリング 

3 7/6 木 

 6:20- マニラ発 PR1811便 8:10 ダバオ着 

10:00 ダバオ市ヒアリング 

13:30- ダバオ市廃棄物管理委員会（Davao City Ecological Solid Waste 

Management Board：DCESWMB）ミーティング 

4 7/7 金 

10:30- EMB-Region office ヒアリング 

13:00- 新日鉄住金ヒアリング 

15:00- ダバオ市ヒアリング結果報告 

5-6 7/8-9 土/日 
ダバオ発→セブ着 

資料整理 

7 7/10 月 

10:00- セブ市ヒアリング 

14:00- セブ市 廃棄 物管理 委員 （ Cebu City Ecological Solid Waste 

Management Board：CESWMB）ヒアリング 

16:00- EMB-Region office ヒアリング 

8 7/11 火 

 9:00- セブ市現地視察（イナヤワン処分場、MRF） 

11:00- セブ市建設中処分場視察 

14:00- GUUN社プラント視察 

20:30- セブ発→マニラ着 

9 7/12 水 
 9:00- 詳細計画協議（於：DENR） 

16:00- JICAフィリピン事務所報告 

10 7/13 木 
 9:00- DOSTヒアリング 

14:00- ADBヒアリング 

11 7/14 金 資料整理 

12-13 7/15-16 土/日 資料整理 

14 7/17 月  9:00- オフィシャルキックオフ・ミーティング（DENR-EMB、NSWMC）

15 7/18 火 

終日ミニッツ協議 16 7/19 水 

17 7/20 木 

18 7/21 金 
16:00- 大使館報告 

18:00- JICAフィリピン事務所報告 

19 7/22 土 マニラ発→東京着 
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第２章 プロジェクト背景 

 

２－１ フィリピンにおける廃棄物管理及びWTEの現状及び課題 

２－１－１ 廃棄物管理の現状 

(1) フィリピン全体 

1) 廃棄物発生量・組成 

・ 2010年のフィリピン各地方の廃棄物発生量は1,311万t/年の廃棄物が発生しており、

うちマニラ首都圏は全国の4分の1にあたる約300万t/年。 

・ 組成は有機系ごみが半数以上であり、資源物が28％、残さが18%となっている。 

 

出典：R.P.DENR-EMB & NSWMC. (2015). Draft National Solid Waste Management Status Report (2008-2014) 

図２－１ フィリピン国及びマニラ首都圏の廃棄物発生量の推移 

 

2) 収集 

・ RA9003 では発生源分別について規定しており、「生分解性廃棄物（Biodegradable 

Waste ）」、「リサイクル可能な廃棄物（ Recyclable ）」、「非生分解性廃棄物

（Non-Biodegradable Waste）」及び「特別廃棄物」の4 分別と定めているが、ほとん

どのLGU では多種のごみが混合され収集されているのが現状。 

・ 家庭からの廃棄物の収集には各戸収集と集積所での収集（定められた集積所に各家

庭が廃棄物を排出し、収集車によって廃棄物を回収）がある。 

3) 中間処理・リサイクル 

・ LGU では、その中のバランガイ単位で資源回収施設（Material Recovery Facility：

MRF） を設置し、資源回収やコンポストなどの取り組みを行っている。 
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表２－１ 資源回収施設数の推移 

 

 

4) 終処分 

2014年時点で約900の 終処分場がある。オープンダンピングと一定の区画の中で管

理者により管理される管理ダンプサイト、の2つの形態があるが、オープンダンピング

は（処分場総数とともに）近年減少傾向にある。 

 

5) 法・制度 

① 固形廃棄物管理法（Ecological Solid WasteManagement Act：RA9003） 

・ 廃棄物管理の基本となる法律として制定。同法では自治体が固形廃棄物管理の責

任を負うこと、3Rの推進、廃棄物管理政策を規定しており、自治体はこれに従っ

て廃棄物管理の計画・実施を行っている。 

【RA9003の主な規定事項】 

・ 固形廃棄物管理計画実行の監督と政策策定を任務とするNSWMCを設置 

・ NSWMC内にコンサルティング・情報・教育・ネットワークづくり等を提供する

国家エコロジーセンター（National Ecology Center：NEC）を設置 

・ RA7160 または地方自治体規程として知られる同法の当該条項によりLGUsは、そ

れぞれの管轄内においてRA9003の条項の実行・施行に主要責任を負う。 

・ 固形廃棄物の分別・収集は、特に土壌還元・堆肥生成・再使用が可能な廃棄物に

ついては、バランガイ単位で実施し、再利用不可の素材や特殊廃棄物の回収は、

市町村の責任とする。 

・ 国内の全州に州知事が議長を勤める州固形廃棄物管理委員会を設置し、担当地域

の州固形廃棄物管理計画の開発をその任務とする。同様に、市町村の固形廃棄物

管理委員会を設置する。 

② 国家廃棄物管理の枠組み（National Solid Waste Management Framework） 

・ RA9003第15項に則り、2004年にNSWMCにより策定された。本枠組みは、RA9003

及び実施規則の執行責務を負うLGUや他の関連セクター向けの包括的かつ実用

的な手引きとなっている。 

③ 国家廃棄物管理戦略2012-2016（National Solid Waste Management Strategy 2012-2016） 

・ 3Rの概念を導入しつつ、「政策ギャップの調整」、「政策間の調和」、「能力開発や

社会への普及啓発」、「持続可能な固形廃棄物管理の財政メカニズム」といった戦

略を具体化している。 

・ 国家開発計画2017-2022に併せて、2017年が改訂時期にあたる。NSWMCへの聞き

取りによると、基本的には改訂前の国家戦略をベースに、投資支援も含め内容を
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より現実的なものにし、そのほとんどの内容が改訂版にも再掲される。WTEにつ

いては新たなトピックとされる予定である。2017年７月現在、改訂版の国家開発

計画に沿った同戦略の改訂作業中である。 

 

6) 実施体制 

① 環境天然資源省（DENR） 

・ DENRは環境問題全般を管轄しており、15の地方事務所があり公害規制の執行や

環境汚染源の工場等の検査、各種届出の受付等を担当している。各種届出の窓口

ともなっている。 

・ DENRには6つの局（Bureau）があり、このうちEMBが、水質汚濁、大気汚染など

とともに、廃棄物等の公害管理を担当しており、NSWMCの事務局（Secretariat）

として廃棄物管理部（Solid Waste Management Division：SWMD）がDENR-EMBに

置かれている。SWMDには計63名の職員が所属する。 

 

図２－２ 環境天然資源省組織図 

 

② 国家固形廃棄物管理委員会（NSWMC） 

・ フィリピンの廃棄物管理において①政策立案、②国の固形廃棄物管理の枠組構築、

③固形廃棄物管理法の実施状況の監督、④地方自治体作成の固形廃棄物管理計画

の承認、等を担う大統領府直属の機関。DENR大臣が委員長を務め、事務局は

DENR-EMB。 

・ メンバーは政府部門及び民間部門のそれぞれの代表から構成され、政府部門では、

DENR以外に、内務・自治省、科学技術省（Department of Science and Technology：

DOST）、公共事業道路省（DPWH）、保健省（Department of Health：DOH）、商工

省（DTI）、農業省（DA）、マニラ首都圏開発庁（Metropolitan Manila Development 
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Authority：MMDA）、州知事会、市長会等の代表が参加し、民間部門からは、NGO、

リサイクル産業及び製造業・包装業からそれぞれ代表が1人ずつ選ばれている。 

③ 国家エコロジーセンター（NEC） 

・ 法令に基づく廃棄物処理に係る情報、研究、データベースの管理、トレーニング

及びネットワークサービス活動等を管轄 

 

図２－３ 中央-地方の廃棄物管理計画・監督体制 
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(2) 対象地方自治体（ケソン市、ダバオ市、セブ市） 

1) 自治体概要・廃棄物発生量・組成 

① ケソン市 

・ マニラ首都圏（ケソン市を含む16市（City）と1町（Municipality）で構成され、人

口は約1,186万人（2010年人口センサス））の中で 大の自治体であり、人口は首

都圏全体の約23％の約308万人（2014年）、面積の約4分の1を占める。 

・ 廃棄物発生量は2,796 t/日〔ごみ発生量/人/日（2013年の廃棄物量・組成調査（Waste 

Amount and Composition Survey：WACS）×人口（2010年人口センサス）〕であり、

生分解性廃棄物（有機ごみ）が半分以上を占める。 

・ マニラ首都圏の行政を担う機関、MMDAは都市計画、交通、廃棄物管理、洪水・

下水管理、区画整理・土地利用、健康・衛生・公害防止、公衆安全などの業務を

行っており、その財源は、構成市町各々の全予算の5%と、残りは中央政府からの

予算配分である。 

・ MMDAはマニラ首都圏から発生する固形廃棄物を対象に、政策、基準、適切かつ

衛生的な 終処分及び関連施設のプログラムとプロジェクトの策定、3Rに関する

活動の実施。マニラ首都圏の各LGUの廃棄物管理10年計画の取りまとめと実施状

況のモニタリング、といった業務を所管。 

・ MMDAは上記に加え、中間処理にあたる廃棄物焼却発電施設の整備において責任

を有すとの認識を持ち、新規処分場と併行して、WTE施設の用地取得・開発のた

めの予算を過去数年申請してきた。 

・ 固形廃棄物管理10カ年計画：2006年策定のものが 新であり、現在アジア開発銀

行（Asia Development Bank：ADB）の支援を受けて更新版を作成中。 

② ダバオ市 

・ 人口は約145万人で、マニラ首都圏、セブ市に次ぐフィリピン第3の都市。約960t/

日の廃棄物が発生、うち約450t/日が収集・運搬され、市営のニューカルメン衛生

埋立処分場に埋め立てられている。 

・ 固形廃棄物管理10カ年計画：「2008-2017」版が 新版であり、WTEについての記

載も含まれている。2017年に更新予定。 

③ セブ市 

・ 人口は約255万人でフィリピン第2の都市。廃棄物発生量は約605t/日（2016年8月

時点）であり、半分以上を生分解性廃棄物（有機ごみ）が占めている。 

・ 固形廃棄物管理10カ年計画：「2017-2026」版のドラフト有。WTEについての記載

もあり。 

2) 組織体制 

ケソン市 

・ ケソン市の廃棄物管理担当部署は、環境保護・廃棄物管理部（Environmental 

Protection andSolid Waste Department：EPSWD） 
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図２－４ 環境保護・廃棄物管理部組織図 

 

・ MMDAでは廃棄物管理事務所（Solid Waste Management Office：SWMO）が、廃棄

物管理を担当する。計画設計部は中長期計画に必要な調査等、モニタリング・評

価部は廃棄物に関するデータの収集と運営のモニタリング等、4つのサイト運営

管理部は個別施設のコントラクターの運営管理等を担当する。 

② ダバオ市 

・ ダバオ市環境天然資源局（The City Environment and Natural Resources Office: 

CENRO）によって行われている。環境天然資源局は「管理部」、「公園等開発部」、

「天然資源事業部」、「環境・廃棄物管理部」の4つの部署から構成されており、「環

境・廃棄物管理部」のうち、「固形廃棄物管理課」が道路清掃、固形ごみの収集・

運搬、コンポスト施設と衛生埋立処分場の管理を担当している。 

 

図２－５ 環境天然資源局組織図 

 

・ ダバオ市の廃棄物管理に係る政策立案は、市長の直轄のもとに設置されている

「ダバオ市廃棄物管理委員会（The Davao City Solid Waste Management Board）」が

行っている。ダバオ市廃棄物管理委員会は、ダバオ市長を委員長として、市管理

官（City Administrator）を副委員長、市環境天然資源局長（City Environment and 

Natural Resources Officer）を副委員長代理とする組織であり、DENR、DPWH（公

共事業省）、DOH、DOST等中央省庁の地方事務所、バランガイ連盟や非政府組織

（Non-Government Organizations：NGO）、リサイクル事業者からの代表者等、17
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名をメンバーとして構成されている。ダバオ市廃棄物管理員会のもとでは、政策、

技術、意識啓発等を担当する各会議がさらに設置されており、ダバオ市における

廃棄物管理政策を策定するための専門家が配置されている。 

③ セブ市 

・ セブ市廃棄物管理委員会（Cebu City Solid Waste Management Board：SWMB）：廃

棄物管理10年計画の策定及び履行が主な役割。セブ市廃棄物管理計画を策定し、

構成するバランガイによる確実な廃棄物管理プログラム実施を促進し、確実なも

のとすることを目的とする。 

・ セブ市環境天然資源局（Cebu City Environment and Natural Resources Office：

CCENRO）：廃棄物管理に関連するプログラム、サービス、プロジェクトと活動

の情報、研究、計画、実施、管理、モニタリング、施行と評価について責任を有

する。 

・ 公共サービス部（Department of Public Services：DPS）：市及びバランガイのから

発生する固形廃棄物の収集・運搬及び 終処分を担当・実施 

 

3) 収集・運搬/中間処理/ 終処分 

① ケソン市 

・ 収集・運搬：ケソン市の廃棄物収集は、6区毎に別々の民間業者に廃棄物収集業

務を委託している。委託業務は総合美化システム（Package Clean-up System）と呼

ばれ、ケソン市全体の適正な廃棄物収集・輸送・美化をめざし、(1)廃棄物収集

輸送処分、(2)道路清掃、(3)情報・教育・啓発キャンペーンを業務とし、収集ル

ートは(1)幹線道路収集、(2)各戸収集、(3)前者の混合収集に分かれ、1日に2～4

トリップの収集を行っている。廃棄物収集は分別収集を行っており、生分解性廃

棄物（BiodegradableWaste）と非生分解性廃棄物（Non-BiodegradableWaste）に分

け、前者は週2回、後者は週1回収集している。 

・ 終処分：ケソン市はマニラ首都圏で唯一、独自の 終処分場である「パヤタス

衛生埋立処分場」を所有している。2000年に処分場崩壊事故（処分場崩壊により

約230人が死亡）が発生したが、衛生埋立化やリサイクル事業等先進的な取り組

みを行ってきた。 

・ 一方でパヤタス衛生埋立処分場周辺への環境影響は懸念され続け、2015年9月に

処分場の拡大の禁止を市議会が議決したが、代替地確保の困難さから2017年1月

にもまだ運営を継続していた。この状況で2017年1月21日にDENR長官により同処

分場の即時閉鎖の警告が行われ、閉鎖と代替地への移設が緊急課題となった。し

かし、その後DENR長官が交代となり、同警告もうやむやとなり、同処分場の運

営は続けられている。ケソン市では、閉鎖及び代替地の確保に関する問題意識を

現在も有し、MMDAと協議しつつ、 終処分地の移転による運搬コスト増の算定

の等の検討を行っている。 

② ダバオ市 

・ ダバオ市では、RA9003に従い、住民とバランガイに対して3区分〔生分解性廃棄

物、リサイクル可能な廃棄物、非生分解性廃棄物（特別廃棄物を除く）〕の分別
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排出を要求している。このうち、住民とバランガイは、分別された生分解性廃棄

物とリサイクル可能な廃棄物を収集・処分（販売を含む）する責務を持ち、非生

分解性廃棄物のみが市により市営の「ニューカルメン衛生埋立処分場」に運搬・

投棄される流れとなっている。 

・ バランガイで分別収集された生分解性廃棄物は、家畜飼料や堆肥化により処理・

処分されることになっているが、実際に利用されている量はわずかであり、その

ほとんどは処理できず、バランガイのMRF近傍へ不法にオープンダンプされるか、

分別されず非生分解性廃棄物として市により処分場に運搬されているのが実態

である。 

・ ニューカルメン衛生埋立処分場は、独自に設計・建設を行い2010年より供用が開

始された処分場であり、約9年間にわたって埋立処分が計画されている。現地で

のヒアリングにおいて、その残余容量は2～3年と推定されている。同処分場の閉

鎖後の代替用地を検討中である。 

③ セブ市 

・ ごみの分別は、生分解性廃棄物、リサイクル可能な廃棄物、非生分解性廃棄物及

び特別廃棄物の4種類に分別するルールとしており、夜間にトラックで収集され

る。曜日により収集対象廃棄物が異なる。 

・ セブ市内唯一の 終処分場であったイナヤワン衛生埋立処分場（円借款事業で整

備）は、2016年12月に完全閉鎖された。これにより、イナヤワン衛生埋立処分場

に集積していた廃棄物の収集までを市の責任で実施し、その後の有価物の分別及

び 終処分を民間業者に委託された。イナヤワン衛生埋立処分場 寄りの民間経

営の廃棄物中継地点では、イナヤワン衛生埋立処分場のトラック計量場で計測さ

れた廃棄物を持ち込み、中継積み替え所という名のオープンダンピングの状況で、

ウェストピッカーによる仕分けが行われている。 

 

２－１－２ WTEの現状 

(1) WTE（Waste-to-Energy）の定義 

一般にWaste-To-Energyとは、廃棄物由来のエネルギーを指し、都市廃棄物の焼却発電/

熱利用、メタン発酵発電/熱利用、乾留ガス化発電/熱利用、ごみ固形化燃料（Refuse Derived 

Fuel：RDF）、RPF（Refuse derived paper and plastic densified Fuel）、及び埋立処分場ガス

発電/熱利用が挙げられる。2016年6月にNSWMCが決議した都市固形廃棄物のためのWTE

ガイドライン第4項では、WTEの定義を以下のように定めている。 

“Waste-to-energy (WTE) shall refer to the energy recovered from waste, usually the 

conversion of non-recyclable waste materials into useable heat, electricity, or fuel through a 

variety of processes,” 

「WTEは、ごみから回収されるエネルギーを指し、一般にはリサイクルできない廃棄

物資源を利用可能な熱、電気又は燃料に多種多様なプロセスを通じて変換されるもので

ある。」 

したがって、本調査においてもWTEガイドラインに即し、焼却発電を含む広義のWTE

技術を対象に整理を行う方針とした。 
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(2) 国家レベルでのWTEに係る取り組み状況 

2017年7月現在、フィリピンでは都市固形廃棄物の焼却処理が導入されていない。焼却

処理が進まないひとつの要因として、非管理下での都市ごみ焼却禁止を規定する大気浄

化法（RA8749）第20項いわゆる“Incineration Ban”条項がある。この条項に関し、2001年

のMMDAとJancom Env. Coop.社で行われた訴訟に対する 高裁判決を受けて、2002年に

DENRの通知（Memorundom Circular 2002-05）により、「排ガス基準等の規制・基準を満

たすいかなる熱処理施設の操業を禁止しない」ことが明確にされた。しかしながら、廃

棄物管理の責任を持つLGUレベルでは、焼却施設の導入が依然として進まず、いまだ埋

立処分に依存した廃棄物管理が主体となっている。関係省庁からなる廃棄物管理政策決

定機関であるNSWMCは、中間処理のない埋立処分に依存した廃棄物管理から脱却し、持

続可能な廃棄物管理手法として廃棄物焼却発電を含むWTE施設の導入を推進しており、

新規に構想されるWTE技術に係る設置、運転、閉鎖の際の環境保全型の要求基準を示す

ために2016年6月にWTEガイドラインを決議し、2017年2月に公告した。NSWMCの事務局

を務めるDENR-EMBは、このWTEガイドラインをベースとした省令（Department 

Administrative Order：DAO）を2017年中に公告する予定としている。 

WTE導入に係る他省庁の関与としては、導入されるWTE技術の適合性の判断をDOST

が支援し、エネルギー省（Department of Energy：DOE）や投資委員会（Board of Investment：

BOI）が先進技術や環境配慮型のWTE施設を導入するためインセンティブを付与する機能

を有している。WTE施設の導入に係る中央省庁の役割を下表に、また本調査によるヒア

リング結果概要を以下に示す。 

 

表２－２ WTE施設の導入促進に係る中央省庁の役割 

組織名 WTE施設の導入促進に係る各組織の役割 

NSWMC 
(Multi-Agency) 

WTEガイドラインの策定と促進 （NSWMC決議No. 669） 
BAT/BEPガイドラインによる優良モデル事業の紹介（National Ecology Centerによる） 
固形廃棄物管理施設に関する中央と地方政府の費用分担スキームの準備（ドラフト） 
自治体の固形廃棄物管理10年計画の承認 

DENR-EMB WTEガイドラインの省令化（DAO）、環境関連の規制や基準の設立と履行 

DOST 
BAT/BEPガイドライン策定にあたるNSWMCのNECへの技術支援 
ETVプロトコルによる新技術の妥当性確認 
* 国内外で実証済みの技術に係る「Certificate of Non-Coverage（対象外証明書）」の発行 

NEDA/ 
PPP Center 

国家開発計画〔Philippine Development Plan (PDP)〕 2017-2022の策定 
PPP事業の促進及び実施 

DOE WTE施設を再生可能エネルギー事業登録する際の運転契約締結先 

DTI/BOI オムニバス投資法に基づくパイオニア事業種類の更新と投資優遇措置の提供 

出典：JICA調査団 

 

1) NSWMC/DENR-EMB 

 2016年6月にNSWMCにて決議されたWTEガイドラインは、有効化のための新聞公告

が2017年2月16日に実施された。 

 WTEガイドラインをDENRのDAOにて公表する予定であり、2017年7月の技術ワーキ
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ンググループでレビューが行われる。年内をめどに完成予定。 

 DENR-EMBは、WTEを導入するにあたり、規制官庁としてダイオキシン分析の能力

が必要であると理解しており、ダイオキシン分析のための機材を購入しDENR-EMB

の中央ラボに設置を完了している。これに加えて、世界銀行資金を活用し、ダイオ

キシン分析に関するトレーニングに本年2月～3月に約3週間程度、DENR-EMB職員

を派遣した。 

 技術協力プロジェクトの要請書では、WTEに限定せず、SWM廃棄物管理関連施設

での環境モニタリング能力強化を期待した。一方で、プロジェクトでの支援内容に

ついてはJICAの意向をある程度尊重する。 

 技術協力プロジェクトの実施機関は、廃棄物管理についてはNSWMCの事務局を務

めるDENR-EMBの廃棄物管理部が担当し、環境質分析のコンポーネントが含まれる

場合は、DENR-EMBの環境調査・分析部が担当となる。 

 廃棄物管理施設の初期投資に係る中央政府とLGUの費用分担（コストシェアリング）

スキームは、2009年に定められたものは予算行政管理省（Department of Budget and 

Management）により中断された。現在新たな費用分担案を提案しているところ。現

在申請中のADBのローンが確定すれば、同じくADBによる事前調査を実施した4自

治体を対象に試験運用を行う予定である。なお、この費用分担スキーム案における

WTE施設の扱いは「官民パートナーシップ（Public-Private-Partnership：PPP）を適

用」としている。 

 

2) DOST 

 DOSTは、WTEガイドライン策定にあたり、技術的観点からの提言を行った。策定

までに計13~14回の改訂を行ったが、その過程で個別のWTE技術に係る記載、基準

の明記を避けた背景がある。これは、NSWMCで特定の技術（焼却）を推奨するこ

とを避けること、公聴会等での市民団体からの意見を踏まえたことが理由である。 

 DOSTは、ケソン市のWTE施設調達に係るPPP技術検討会（Quezon City Public-Private 

Partnership Technical Working Group (TWG) for WTE）に参画している。他の自治体

もWTE施設導入にあたり技術的な視点が必要な場合はDOSTに相談することが可能。 

 ダイオキシン類の実測によるインベントリーの必要性、フィリピン独自の耐用1日

摂取量（Torelable Daily Intake：TDI）の確立は必要であるが、DENR-EMBがダイオ

キシン・フラン類の分析設備を導入したばかりの現状においては、分析結果の信頼

性向上のために行うことが多々あり、すぐにインベントリーを作成できる状況にな

い。 

 WTEガイドライン記載の環境技術実証（Environmental Technology Verification：ETV）

プロトコルは、日本の環境省の環境技術実証と似たものである。DOSTのETVプロ

トコルはあくまで革新的な（Innovative）技術に対するものであり、既に他国で実証

済みの技術には適用されない。導入を予定する他国で実証済みのWTE技術がフィリ

ピンで利用可能かについては、DOSTに照会することで「対象外証明書（Certificate of 

Non-Coverage）」が発行できる。 

 同様にWTEガイドライン記載の利用可能な 高技術・環境適合事例（Best Available 
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Technology/Best Environmental Practice：BAT/BEP）ガイドラインは、NSWMCのNEC

により発行されることになっているが、DOSTがかなりの部分を支援することにな

る。これまでに農業省（DA）が発行した食肉工場におけるBAT/BEPガイドラインの

策定においても、DOSTが技術部分を担当した。DENRは環境規制の履行に責任があ

り、DOSTは技術認証に責任がある。BAT/BEPガイドラインは特定の技術を推奨す

るのではなく、特定の技術の優位性と劣位性を含め紹介することで、利用者が 適

な技術を採用することを手助けするものである。 

 

3) フィリピン経済開発機構（National Economic Development Authority：NEDA） 

 2017年6月に新国家開発計画（2017-2022）を策定した。 

 マニラ湾地域の174のLGUを対象としたWTE施設導入に係る実施可能性調査

（Feasibility Study：FS）をDENR-EMBと共同で実施中。現在ドラフトレポートが完

成しているものの、まだ公表する段階にない。WTE施設の選定には市長の導入推進

に係る意向や、ごみ質含む各LGUの特性に適したものが選択される。LGUのクラス

ター化もFSでの検討事項に含まれる。 

 焼却発電を進めるためには、DENRによる大気浄化法（RA8749）、固形廃棄物管理

法（RA9003）の改訂が必要と考えている。 

 

4) BOI 

 BOIは、行政命令（EO226、オムニバス投資法）に基づき先進技術を用いた事業へ

の優遇措置を規定し、管轄する役割を担う。 

 BOIは毎年優先プロジェクトリストを更新しており、現在、2017年版の承認手続中

である。WTEはエネルギー分野の技術に含まれている。 

 オムニバス投資法では優遇措置として、6年間の法人所得税免税措置、免税期間後

の法人所得減税（10％）、その他、輸入関税の減免等がある。 

 DOEが所管する再生可能エネルギー法でもWTE技術はバイオマス発電施設として

の優遇措置が得られるが、外資規制の点で異なる（下表参照）。 

 

表２－３ オムニバス投資法（EO226）と再生可能エネルギー法（RA9513）の外資規制 

事業区分 
オムニバス投資法 

（EO226、BOI） 

再生可能エネルギー法 

（RA9513、DOE） 

Pioneering Project 
100％ foreign ownership 

can be applied 

No definition of “Pioneering 

Project” 

Non-Pioneer 

Project 

60％ of Filipino 

ownership is required 

60％ of Filipino ownership is 

required 

出典：EO226, RA9513 

 

5) DOE 

 再生可能エネルギー法（RA9513）に基づき登録されたバイオマス発電事業は、DOE

通知（Circular No. 2013-05-0009）において売電単価（Feed In Tariff：FIT）が設定さ

れており、同通知に従い、2017年1月より0.5％の漸減の適用が始まる（現行6.63ペ

ソ/kWh⇒6.60ペソ/kWh）。 
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 焼却発電を含むWTE事業は、原料となる固形廃棄物にバイオマスが含まれることか

らバイオマス事業に係るFIT等の投資優遇措置が適用可能。国のバイオマス事業に

係る第1次の導入設備目標である250MWを達成した場合に、現行の単価よりも大幅

な減額を想定している。現在の申請状況によると、2017年中には約200MWに達する

見込み。 

 DOEは、FS実施事業者に対して、FITによる売電単価を前提とせず、各地域の売電

単価等を参照したFSを実施するよう指導している。 

 

(3) 主要自治体での具体的取組の有無とその概要 

WTEガイドラインの制定前から新規処分場の確保が困難な大都市を中心に、WTE施設

導入に係るFSや民間発意のPPP事業提案をしている企業は見られるが、 終的に都市固形

廃棄物を対象にWTE施設を導入した自治体は現時点で存在しない。 

本調査で主要自治体として選定したケソン市、ダバオ市、セブ市における、WTE施設

導入にかかる必要性や民間企業との協力状況を下表に示す。各LGUは、処分場の閉鎖や

残余容量等により、持続可能な代替案としてWTEに期待を寄せているものの、民間企業

からの提案が当該自治体にとって 適な解決策なのかどうかの判断ができない状態にあ

る。 

 

表２－４ 主要自治体のWTE施設導入にかかる取り組み状況 

項目 ケソン市 ダバオ市 セブ市 

WTE施設に係る認識 必要性を認識 必要性を認識 必要性を認識 

埋立処分場の残余容量か

ら見た緊急性 

残余容量2-3年 
パヤタス衛生埋立処分場

の不完全な運営はDENR
が指摘する事象でもあり、

代替地の確保が課題であ

る。 

残余容量2-3年 

ただし、運営状況は不適切

である。 

DENRによるイナヤワン

衛生埋立処分場の閉鎖指

示により2016年12月操業

停止。委託業者により既存

の民間処分場に輸送・処分

されている。 
民間業社により新規処分

場が建設中。 

WTE施設への投入ごみ量 1,500～2,000 t/day 450～600 t/day 600 t/day 

民間セクターからの提案

状況（Unsolicited Proposal) 

Eiffiage (フランス)→FS完
了。 
日立造船 (日本)→FS完
了。 
MPIC (フィリピン) 
→市のPPP条例に基づく

評価手続き中。7月内の評

価終了予定が延期された。

新日鉄住金エンジニアリ

ング (日本)→FS完了 
その他、マレーシアや中国

企業からの提案あり。 

MPIC (フィリピン)、

Aquilini (カナダ)、その他

韓国企業やデンマーク企

業からの提案有。 
これらの提案から、8月ま

でにショートリスト作成

予定 
ADBの技術支援により、10
月から民間提案を評価す

る予定。 

WTE施設建設に係る民間

提案書の評価能力 

 評価能力なし。 
（現在、外部専門家も含む

技術委員会による評価中

だが、時間を要している）

 評価能力なし。  評価能力なし。 

WTE施設建設に係る公示

型入札（Solicited）の 
準備能力 

公示型入札の準備能力な

し。ごみ質や量、今後の処

理計画策定等の準備不足。

公示型入札の準備能力な

し。ごみ質分析はJICA草

の根事業で能力強化が図

られる見込み。 

公示型入札の準備能力な

し。ごみ質や量、今後の処

理計画策定等の準備不足。
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項目 ケソン市 ダバオ市 セブ市 

中央政府による 
指導への期待 

WTEガイドラインの省令

化（DAO）に向けた強い

期待。 

WTEガイドラインの省令

化（DAO）に向けた強い

期待。 

WTEガイドラインの省令

化（DAO）に向けた強い

期待。 

WTE施設導入に係る意欲 

市長も支持し、多くの提案

を受けて判断したい考え。

2017年中に契約を希望。 
市が初期投資を支払わな

い提案を想定。 

廃棄物問題への対処を市

の優先10分野のうち3番目

に位置づけ。 
WTE施設の財務に係る検

討があまり進んでいない。

資金ソース探索中。 

市長も支持し、多くの提案

を受けて判断したい考え。

RA9003で義務付けられて

いる分別された「生分解性

ごみ」に係る対応 

市は住民、バランガイに排

出源分別を指導している

が、分別された生分解性ご

みの有効な利用方法がな

い。 

市は住民、バランガイに排

出源分別を指導している

が、分別された生分解性ご

みの有効な利用方法がな

い。 

市は住民、バランガイに排

出源分別を指導、分別され

た生分解性ごみのコンポ

スト化に係る具体的な取

組が進められているが、小

規模にとどまる。 

固形廃棄物管理10年計画 

新版：2006年 
ADBの技術支援を受け

2017年内に更新作業を完

了予定。 

新版: 2008-2017 
WTEオプションの記載

有。 
バランガイでのWACS調
査実施済みで、2017年中に

更新予定。 

新版: 2017-2026版 
EMBにて 新版の審査

中。 
WTEオプションの記載

有。 

埋立処分に係る現状の処

分費用（TF） 

600ペソ/t (MMDA) 
+ 490ペソ/t (ケソン市)= 
1,090ペソ/t 

市営処分場のため費用支

払いなし。 

1,375ペソ/t 
ごみの 終処分を含めて

中継施設所有企業に支払。

出典：JICA調査団 

 

このほか、ケソン市のパヤタス衛生埋立て処分場のようにクリーン開発メカニズム

（Clean Development Mechanism：CDM）事業として開発が進められた埋立処分場ガス発

電に加えて、フィリピン国内におけるWTE施設の導入に係る状況として以下の事例が確

認された。 

 産業廃棄物のガス化事業（セブ州ラプラプ市、75 t/日） 

カナダのAquilini Renewable Energy Ltd.がラプラプ市のセブ軽工業団地にAquilini 

Mactan Renewable Energy, Inc.を設立、75 t/日産業廃棄物を同じくカナダのEnEcoが有

するThermal Oxidizer Process System（TOPS）ガス化システムにより処理するもの。

総事業費USD2,000万、2014年2月に環境適合認証書（Environmentally Compliance 

Certificate：ECC）を取得済みであるも、操業には至っていない。 

 都市固形廃棄物のWTE事業（南カマリネス州ナガ市、100 t/日） 

インドのCG Global Green Energy社が、ナガ市とWTE施設に係る建設・運営契約を締

結し、2012年11月より建設工事を行っていたが、技術的な問題を理由に工事が中断、

2014年2月ナガ市から契約がキャンセルされた。 

 

２－１－３ WTE導入・促進に係る課題 

上述の調査結果の分析から、課題と検討事項を下表に整理する。 
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表２－５ WTE導入・促進に係る課題と検討事項 

課題 検討事項 留意事項 
中央政府機関   
DENR-EMB   
・環境モニタリング・分析に係る資源・能力

不足 
・ダイオキシン類管理の必要性 
・民間のWTE提案の評価能力不足 

・環境モニタリングの資金・体制整

備 
・ダイオキシン類管理の強化 
・WTE技術に関する知識強化 

 

NSWMC   
・WTEガイドラインの要求は限定的 
・WTE施設導入推進における役割の不明瞭さ

・ごみ量・質等のデータの不足 
・廃棄物管理施設導入に係るLGUへの資金支

援が停止中。新提案を行う予定だが支援のた

めの原資が不透明 
・LGU/バランガイでのRA9003規定の実践普

及の困難 
・LGUでの 終処分場の不適正な運営状況 

・WTE施設運営等に係る要求事項の

追加規定・数値基準 
・導入促進機能の強化 
・LGUレベルでのデータ蓄積の促進 
・新提案のレビュー、公式化。恒常

的原資確保 
・RA9003規定のレビュー。分別後の

生分解性ごみの処理方法の再検討 
・ 終処分場適正運営推進 

 

その他   
・適正廃棄物管理の実践・普及が困難 
・FIT制度上、WTE技術にはバイオマス単価

が適用とのことだが、生分解性ごみは焼却対

象外 

・国家開発計画における優先事項と

しての位置付け 
・WTE-FIT単価の必要性検討 

 

LGU   
LGU共通   
・更新版の廃棄物管理10年計画が未承認 
・上記計画作り能力不足・計画が不完全 
・計画に沿ったWTE施設の仕様決定能力不足

・WTE民間提案の評価能力不足 
・WTE民間提案への依存 
・WTE施設整備のためのデータ不足 
・廃棄物管理担当部署のエンジニアリング能

力不足 
・WTE施設運営のための財務能力・資源不足

・WTE導入後にも生ごみ処理困難 
・LGU/バランガイにおけるごみ減容化、再利

用の困難さ 

・計画策定能力強化、外部資源の活

用促進 
・施設仕様に関する知識・理解向上

・WTE技術に関する知識強化 
・調達方式（公示型入札、民間提案）

の妥当性検討、WTE知識強化 
・ごみ量・質調査の実施とデータ蓄

積 
・必要能力を考慮した人材配置 
・料金徴収の検討・予算の確保 
・（NSWMCにて検討すべき事項） 

 
 
WTE施設の性質上、

調達は短期間に何度

も行われないため、

民 間 提 案 評 価 能 力

は、指導的立場にあ

るNSWMCに蓄積さ

れ る こ と が 望 ま し

い。 

ケソン市   
・民間提案評価手続き中だが、評価能力が不

十分 
・代替 終処分用地確保が必要 

・WTE技術に関する知識強化 
・代替地処分場確保のためのMMDA
との調整 
・MMDAによる施設整備の可能性（国

家予算の適用可否） 

能 力 不 足 に 加 え 、

DENR勧告に基づく

緊急性のため、不適

切に民間提案評価が

行われることを懸念 
ダバオ市   
・ 終処分場の不適正運用 ・適正運用のための資金・人材投入

既存処分場のリハビリと新規処分場

の開発 

 

セブ市   
・新規 終処分用地が必要 
・適正な 終処分の実施のために民間コント

ラクターの監視・監督への関与が必要 

・用地確保と新設のための手続き 
・民間コントラクターの監督能力の

強化 

 

その他   
・一般的に、すべての焼却は禁止されている

という認識がいまだに残る 
・NGO等によるWTE導入に対する反対・抗議

が予想される 
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２－２ 他ドナー及び日本の他機関の支援状況 

２－２－１ 他ドナーの支援状況 

他ドナーによる廃棄物管理分野の支援状況は下表に示すとおりである。 

 

表２－６ 他ドナーの廃棄物管理分野支援事業リスト 

No プロジェクト名 承認日/活動期間 

世界銀行（World Bank） 

WB1 
Integrated Persistent Organic Pollutants (POPs) Management 
(P106885) 

May 20, 2010 

WB2 Methane Recovery from Waste Management Project (P115080) January 14, 2010 

WB3 
National Program Support for Environment and Natural Resources 
Management Project (P096174) 

June 26, 2007 

WB4 
Support for Strategic Local Development and Investment Project 
(P064925) 

June 29, 2006 

アジア開発銀行（ADB） 
ADB1 Municipal Solid Waste Management – Bacolod City (48908-001) November 4, 2014 

ADB2 
Market Transformation through Introduction of Energy-Efficient 
Electric Vehicles Project (43207-013) 

December 11, 2012 

ADB3 
The Procter & Gamble Company Waste to Worth Project 
(46927-012) 

July 17, 2012 

ADB4 Solid Waste Management Sector Project (45146-001) July 16, 2012 

ADB5 
Rural Community-based Renewable Energy Development in 
Mindanao (44132-012) 

February 16, 2011 

ADB6 
Mitigation of Climate Change through Increased Energy Efficiency 
and the Use of Clean Energy (43207-012) 

December 16, 2010 

ADB7 Philippine Energy Efficiency Project (42001-013) January 29, 2009 
ADB8 Solid Waste Management Sector Project (45146-002) - 

国際協力銀行（Japan Bank For International Cooperation：JBIC） 
JBIC1 Environmental Development Project  2010-2015 

JBIC2 
Support for Strategic Local Development and Investment Project 
(S2LDIP) 

2008-2012 

JBIC3 Formulation of Ecological SWM Plan for LGUs  2002-2003 
JBIC4 Local Government Units Support Credit Program (LGUSCP)  1995-2005 

スペイン国際協力開発局（Agencia Española De Cooperación Internacional Para El Desarrollo：AECID）

AECID Construction of Sanitary Landfill  2009-2010 
ドイツ復興金融公庫（Kreditanstalt für Wiederaufbau：KfW） 

KfW Credit Line for Solid Waste Management  2005-2009 
ドイツ連邦政府技術協力機関（Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit:GTZ） 

GTZ Solid Waste Management for LGUs  2005-2012 
国際連合開発計画（United Nations Development Programme：UNDP） 

UNDP Community-based Ecological SWM Project (together with 
AUSAID)  

2002-2005 

 

・ 世界銀行の支援（上記「WB1」）によりダイオキシンを含む統合的残留性有機汚染物質

（Integrated Persistent Organic Pollutants：IPOPs）管理プロジェクトが実施され、このコン

ポーネントの1つとして職員の分析・サンプリング能力研修が含まれている（前述のとお

り2017年2月からオーストラリアにおいて研修実施）。環境質部（Environmental Quality 

Division）にIPOPs Management office が設置され対応している。 

・ ADBの「Mainstreaming Integrated Solid Waste Management in Asia, Integrated Solid Waste 

Management Plan」により、ケソン市の固形廃棄物10年計画の改訂が行われている。 

・ ADBはセブ市においてPPPスキームによる廃棄物管理事業・オプションの提案、同事業・
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オプションの財務的検討、廃棄物処理施設の提案及び民間企業からの関心・相談・提案に

係るアドバイス、等を含む技術協力（Technical Assistance）を実施する予定で現在コンサル

タント選定中。 

・ ケソン市の要請により実施されたフランス政府資金支援でのWTE事業のFS調査（Eiffge社、

Kosmos Energies社）は2016年10月に調査終了し、報告書が提出された。ガス化技術

（Gasification）に基づく提案内容。施設用地は確定しておらず、FSでは複数の候補地が挙

げられている。調査の過程で2度のワークショップを開催した。 

 

２－２－２ 日本の他機関による支援状況 

(1) 環境省 

・ WTEガイドライン策定支援：ガイドライン策定にあたって技術的なアドバイス、セミ

ナーや来日招聘を通じて技術支援を行ってきた。また2015・2016年にそれぞれDENR

等と環境分野での政策対話を行い、二国間協力の推進や協力対象となるモデル地域の

検討等につき協議を行った（ケソン市、ダバオ市がモデル都市として選定）。 

・ 「我が国循環産業海外展開事化促進業務」において2015年度ケソン市において（日立

造船）、2014年度ラグナ州において（新日鉄住金エンジニアリング）、それぞれ廃棄物

発電事業のFSを実施。また、2017年度の同促進業務において「メトロセブを対象とし

た廃棄物中間処理施設事業環境基礎調査（JFEエンジニアリング）」が、「平成29年度

我が国循環産業の戦略的国際展開による海外でのCO2削減支援事業」において「ダバ

オ市での廃棄物発電事業にかかる準備調査・事業化検討（新日鉄住金エンジニアリン

グ）」が採択されている。 

・ 今後二国間協力の中で①ダイオキシン等管理能力向上研修、②WTE事業の仕様書策

定・入札能力向上、③WTE事業ビジネスモデルの確立、④事業に関するスタンダート

作り・現状調査（ごみ量ごみ質分析、飛灰処理方法の現状調査）といった協力が実施

される予定。 

 

(2) 北九州市 

・ 2016年11月からJICA草の根技術協力事業「ダバオ市における廃棄物管理向上支援プロ

ジェクト」を実施 

・ 2016年11月：北九州市とダバオ市の廃棄物管理を中心とした都市環境整備に係る「都

市間連携覚書」を締結 

・ セブ市においては2016年に高倉式コンポストに係るセミナーを実施し、2017年同市と

「環境技術協力協定」を締結 
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２－３ JICAの関連支援状況 

 フィリピンの廃棄物管理分野への既往並びに実施中の支援事業は以下に示すとおりである。 

 

表２－７ JICAの廃棄物管理分野支援事業リスト 

協力スキーム 事業名称 実施期間・年 

開発調査 
マニラ首都圏固形廃棄物処理計画

調査 
1997～98年 

技術協力 

プロジェクト 

地方都市における適正固形廃棄物

管理プロジェクト 
2007～10年 

開発調査 
ボラカイ島地域固形廃棄物管理マ

スタープラン調査 
2007～08年 

個別専門家 固形廃棄物処理行政 2004～05年 

案件化調査/ 

普及・実証事業 
資源循環推進事業創出（セブ市） 

案件化調査：2012年～13年 

普及・実証：2014年～15年 

案件化調査/ 

普及・実証事業 

ダバオ市における廃食油回収シス

テムの構築及びバイオディーゼル

の製造と流通による環境改善 

案件化調査：2015年～16年 

普及・実証：2017年～ 

案件化調査 
廃棄物固形化燃料(RPF)の導入 

（ケソン市） 
2016年～17年 

民間技術普及促進

事業 

廃棄物利用発電技術普及促進事業

（ダバオ市） 
2015～16年 
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第３章 プロジェクトの基本計画 

 

３－１ フィリピン政府からの要請内容 

 フィリピン政府DENRからの要請書（2015年10月5日発出）の内容は以下に示すとおりである。

本要請は、廃棄物管理施設のモニタリングに関連した能力強化を主眼としたものではあるが、目

標の数が多く、成果から目標につながるロジックにも検討の余地があるものとなっていた。 

 

表３－１ 要請内容 

上位目標： 

廃棄物処分施設からの汚染を緩和する先進的技術がフィリピンに普及するなかで、これらの技

術のモニタリングに関する法・規則・ガイドラインを執行する中央政府（DENR-EMB）の能力

が強化される。 

目標： 

1.発生源減量、堆肥化、リサイクルを推進するMRFに関するDENR-EMBのモニタリング能力が

強化される。 

2.衛生埋立処分場と不法投棄場からの浸出水・土壌に関するDENR-EMBのモニタリング能力が

強化される。 

3.WTE関連を含む先進的な大気汚染防止技術に関するDENR-EMBのモニタリング能力が強化さ

れる。 

4.WTEを含め廃棄物処分施設の国家レベルのモニタリングのためのガイドラインが制定され、

機構が整備される。 

5.WTEを含め廃棄物処分施設からのサンプルの扱いに関するEMBラボの能力が強化される。 

成果 

1.フィリピン全土の廃棄物管理現状が明らかとなる。特にマニラ首都圏の現状 

2.堆肥化、リサイクル、発生源減量の改善のためのMRFに係るDENR-EMBのモニタリング能力

が強化される。 

3.WTEを含む廃棄物処分施設モニタリングのためのガイドラインが策定される。 

4.WTEを含む廃棄物処分施設及びそれらからの排出のモニタリングに係るDENR-EMBの技術ス

タッフの能力が強化される。 

5.浸出水と有害ガスの国家レベルのモニタリングメカニズムが機構化される。 

6.強化されたラボ 

 

３－２ 要請内容に対する検討 

要請内容ではWTE施設に加えて各廃棄物管理施設のモニタリング能力強化が中心となってい

るが、現状フィリピンの自治体における喫緊の課題であり、かつフィリピン側が十分経験・知見

を有していないものは、処分場の逼迫に対応するためのWTE施設・技術の導入である。よって、

「モニタリング」の解釈を広義にとらえ、WTE施設からの汚染物質等に係る環境モニタリングに

加え、廃棄物焼却発電等のWTE施設の導入について必要な制度・規制整備や、導入自治体等の事

業者への技術指導などの規制（regulate）機関としての能力強化も念頭にプロジェクト内容を検討

する必要がある。 
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出典：JICA調査団 

図３－１ モニタリングの解釈を広義にとらえたプロジェクトイメージ 

 

また、WTEガイドラインに関しては、今後より詳細な技術要件を国として提示する必要がある

ことは明らかである。 

 

●WTEガイドラインを補足するための技術要件の必要性 

WTEガイドライン分析によると、フィリピン 高裁判所判決で「適切な環境設備を有する焼却施設

を禁止するものではない」としているにもかかわらず、下図に示すように「適切な環境設備を有する

焼却施設」について必要な設計上の基準、維持管理上の技術要件が一切記載されていない。これらの

技術要件を明確に規定するためには、技術協力プロジェクトにおいて、技術指導や研修による技術支

援が活動の候補として挙げられる。 

 

 

図３－２ 日本のごみ焼却施設規制に基づくフィリピンWTEガイドラインに必要な技術要件 
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３－３ 本プロジェクトの位置づけ 

３－３－１ フィリピンにおける廃棄物管理セクターと本プロジェクトの位置づけ 

2001年に廃棄物管理の基本法としてRA9003（Ecological Solid Waste Management Act）が施行

された。同法では3R の推進、地方自治体が固形廃棄物管理の責任を負うこと、廃棄物管理政

策を規定しており、自治体はこれに従って廃棄物管理の計画・実施を行っている。また2004年

には「国家廃棄物管理の枠組み（National Solid Waste Management Framework）」がNSWMC に

より策定された。本枠組みは、RA9003 及び実施規則の執行責務を負うLGUや他の関連セクタ

ー向けの包括的かつ実用的な手引きとの位置づけである。さらに2013年に3R の概念を導入し

つつ、「政策ギャップの調整」、「政策間の調和」、「能力開発や社会への普及啓発」、「持続可能

な固形廃棄物管理の財政メカニズム」といった戦略を具体化した「国家廃棄物管理戦略

2012-2016（National Solid Waste Management Strategy 2012-2016）」が策定された。 

「国家開発計画2012-2016」においては「環境及び気候変動への対応」が5つの優先課題の1

つとして掲げられており、セクター目標10b「環境質の向上」において3つのサブ目標の1つに

「廃棄物発生・処理の改善」が掲げられている。2017年2月に正式に承認された「国家開発計

画2017-2022」において、廃棄物管理は引き続き優先目標の1つとして位置づけられ、同目標に

おいて廃棄物管理の広域化及びWTEを含めた技術導入による課題の解決を明示している。また

同国家開発計画の策定に併せて国家廃棄物管理戦略（2017-2023）も、2017年10月末のNSWMC

での承認に向けて、改訂が行われており、WTEの導入促進についても新たな課題として含まれ

る予定である。 

以上より本プロジェクトは、フィリピン政府が国家開発計画や国家廃棄物管理戦略等におい

て廃棄物管理の新たな課題として取り組むとしているWTEの導入促進に資するものとして位

置づけられる。 

 

３－３－２ 廃棄物管理セクターに対する日本政府及びJICAの援助方針と実績 

2015年6月の日比首脳会談で採択された共同宣言及び「戦略的パートナーシップ強化のため

の行動計画」において、両政府が廃棄物管理などの環境分野で、知見と経験の共有を推進して

いくこと等が明記された。2015年10月及び2016年11月に「日比環境政策対話」が開催され、廃

棄物問題にかかる意見交換や廃棄物発電等に係る課題提起が行われるとともに今後フィリピ

ンへの環境管理への対応に対する協力を進めていくことが確認された。また、フィリピンの

WTEガイドライン策定に係る支援や「我が国循環産業海外展開事化促進業務」等を通じた廃棄

物発電事業のFS等が実施されている。 

JICAは、マニラ首都圏庁（MMDA）への専門家派遣（1988-1997、1999-2002）や、開発調査

「フィリピン国マニラ首都圏固形廃棄物処理計画調査」（1997～1999）を実施し、行政実施能

力強化や 終処分場の適正閉鎖にかかるガイドライン作成支援等の協力を行ってきた。また、

RA9003によって新しい廃棄物管理の体系が発足すると、その実施主体であるNSWMCに対する

固形廃棄物管理行政専門家の派遣やDENR-EMBへの環境政策アドバイザー（1998-2002、 

2003-2005）の派遣を通じ、行政実施能力強化を行ってきた。加えて、地方においても深刻な問

題となっている廃棄物問題を支援するため、2007年から2010年までの3年間にわたり、技術協

力プロジェクト「地方都市における適正固形廃棄物管理プロジェクト」を実施した。近年では

「廃棄物利用発電技術普及促進事業（ダバオ市）」等民関連携スキームを通じた協力を実施し
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ている。 

 

３－４ プロジェクト概要 

３－４－１ プロジェクトの基本概念 

本プロジェクトは、第1次調査の結果を踏まえ、フィリピンにおけるWTE導入・推進のため

の中央政府並びに地方自治体レベルの課題解決のための能力強化を主目的としつつ、フィリピ

ン政府DENRの要望も加味し、WTE以外の廃棄物管理技術の改善のための提言や、WTEからの

排出が懸念され、WTEガイドラインに排出ガス中濃度の基準が示されたダイオキシン類の分析

能力向上のためのコンポーネントを含む内容を対象とする。 

 

３－４－２ 案件名 

本調査において先方と協議合意した協力内容から、以下のとおり変更することで合意した。 

（英文） 

変更前）The Project for Capacity Development on Monitoring for Solid Waste Management 

変更後）The Project for Capacity Development on Improving Solid Waste Management through 

Advanced/Innovative Technologies 

（和文） 

変更前）フィリピン廃棄物管理モニタリング能力強化プロジェクト 

変更後）先行/先進技術を通じた廃棄物適正管理能力強化プロジェクト 

 

３－４－３ 相手国実施機関 

実施機関：DENR 

対象自治体：ケソン市、ダバオ市、セブ市 

協力機関：NSWMC 

 

３－４－４ プロジェクト対象地区 

プロジェクト対象地区はプロジェクト対象自治体（ケソン市、ダバオ市、セブ市）である。 

 

３－４－５ 裨益対象者 

実施機関、プロジェクト対象自治体並びに協力機関のカウンターパート 

 

３－４－６ 協力期間 

3年間（36カ月間） 

 

３－４－７ 上位目標 

WTE及び他の廃棄物管理技術の導入を通じて、フィリピンの廃棄物管理システムが改善され

る。 

【指標】（プロジェクト期間終了後、3年後） 

1. 1つ以上の地方自治体で、プロジェクトの成果が活用される。 

2. プロジェクトによる提言が国家SWM戦略（2023-28）に反映される。 
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3. ダイオキシン分析結果がEMBの年報に報告される。 

 

３－４－８ プロジェクト目標 

中央政府レベル及び対象自治体で、WTE及び他の廃棄物管理技術を活用した廃棄物管理が改

善される。 

【指標】 

1. プロジェクト成果をもとに国家SWM戦略（2023-28）への提言が行われる。 

2. 対象自治体がWTEプロジェクトを推進する。 

3. ダイオキシン分析が定期的に行われる。 

 

３－４－９ 成果 

成果1：中央政府の（地方自治体に対する）WTE事業導入促進及び調整能力が強化される。 

【指標】 

1-1 WTE施設に対するBAT/BEPガイドライン及び技術基準（維持管理基準を含む）がプ

ロジェクトにより推奨され、DENR-EMBの承認を得るために提出される。 

1-2 WTEプロジェクトの計画、検証、形成、管理に関するマニュアルがプロジェクトに

より推奨され、DENR-EMBの承認を得るために提出される。 

 

成果2：対象自治体のWTE事業の計画、評価/検証、形成及び監理能力が強化される。 

【指標】 

2-1 各対象地方自治体で、減容化目標及び計画が反映された10年計画の更新が行われ、

NSWMCに承認される。 

2-2 各対象地方自治体におけるPPPスキームによるWTEプロジェクトの経験が取りまと

められ、NSMWCに報告される。 

 

成果3：中央政府のWTE事業の環境モニタリング能力が強化される。 

【指標】 

3-1 大気中及び排気ガス中のダイオキシン及びフラン分析のQA/QCに関する標準業務手

順書が作成され、プロジェクトにより推奨され、DENR-EMBの承認を得るために提

出される。 

 

成果4：中央政府及び対象自治体が、WTE技術以外の廃棄物管理技術について、課題を整理

し、提言・提案ができるようになる。 

【指標】 

4-1 取りまとめられた課題抽出及び提言報告書が準備される。 

 

３－４－10 活動 

＜共通＞ 

0-1. WTEとその他の廃棄物管理技術による適正廃棄物管理に係る対象グループの能力を

プロジェクトの開始と終わりに評価する。 
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0-2. 本邦研修もしくは第三国研修が実施される。 

0-3. プロジェクト成果を共有するセミナー/ワークショップが開催される。 

 

＜成果１＞ 

1-1. 近隣国のWTEに関するグットプラクティスや技術の情報をもとに、BAT/BEPガイド

ライン案を作成する。 

1-2. 近隣国の情報を参考に、WTE施設の技術基準案（設置及び維持管理）を作成する。 

1-3. 近隣国及び成果2での対象地方自治体での情報をもとに、WTEプロジェクトの計画、

検証、形成、監理に関するマニュアルを作成する。 

1-4. 近隣国の情報を参考に、焼却灰及び飛灰の管理に関するマニュアルを作成する。 

1-5. 近隣国の情報を参考に、コスト負担分担スキームを含めたWTE推進の政策・メカニ

ズムの検討を行う。 

1-6. 環境社会面を含めた、WTEガイドラインに沿ったWTE施設導入のモデルプロセスを

示す。 

1-7. WTE技術に関するセミナーを開催する。 

 

＜成果2＞ 

2-1. 各対象自治体で、WTE導入の現況をレビューする。 

2-2. 現在のごみフロー/量を明らかにし、 終処分されるごみ量の減量目標を設定する。

そのうえで、WTE施設や他の方法によるごみ量を推計し、各対象自治体の廃棄物管

理10年計画に明示する。 

2-3. WTEプロジェクトのための土地利用計画を評価する。 

2-4. WTEプロジェクトに関する既往のFSや入札公告型提案/民間提案（unsolicited/solicited 

proposal）等を分析、検証する。 

2-5. WTEプロジェクトの形成における留意点や課題を明らかにする。 

2-6. PPPスキームでのWTEプロジェクトの推進にあたり、（財政負担も含めた）地方自治

体の役割・責任を明らかにする。 

2-7. 対象自治体のWTE施設の技術仕様書を作成する。 

2-8. WTEプロジェクトの監理における留意点や課題を明らかにする。 

 

＜成果3＞ 

3-1. 環境大気及びその他の媒体（土壌、表流水、底質）におけるダイオキシンとフラン

のモニタリング・分析・QA/QCに関する中央と地方のEMBラボラトリーのキャパシ

ティと活動の現況をレビューする。 

3-2. EMB中央ラボラトリーの環境大気及び排気ガス中のダイオキシン類及びフランの分

析・モニタリング能力の現況と必要な能力とのギャップを分析し、研修計画を立て

る。 

3-3. 環境大気及び排気ガス中のダイオキシン及びフランのサンプリング・分析に関する

QA/QCの標準業務手順書案を作成する。 

3-4. 中央ラボラトリーにて、環境大気及び排気ガス中のダイオキシン及びフランのサン
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プリング・分析に関するQA/QCの研修を行う。 

3-5. 環境大気中のダイオキシン及びフランのサンプリング計画を作成する。 

3-6. 活動3-3で作成した標準業務手順書案にもとづいて、環境大気及び排気ガス中のダイ

オキシン類及びフランのサンプリング・分析及びQA/QCをEMBが行う。 

 

＜成果4＞ 

4-1. 国家SWM戦略及び対象自治体の10年計画から現況を把握する。 

4-2. 対象自治体における、（WTE技術以外の）その他の廃棄物管理技術についての課題を

整理する。 

4-3. その他の廃棄物管理技術について、日本及び第三国でのグッドプラクティス・グッ

ドテクノロジーに関する情報を収集する。 

4-4. その他の廃棄物管理技術の活用に関する対象地方自治体への提言を取りまとめ、提

示する。 

4-5. 活動4-4で取りまとめられた提言を公表するセミナーを開催する。 

 

３－４－11 前提条件 

対象自治体首長を含むすべてのステークホルダーがプロジェクトに完全かつ積極的に協力

及び参加する。 

 

３－４－12 外部条件 

1. 廃棄物管理におけるWTE推進のための国及び地方政府の方針、法/条例が大きく変更され

ない。 

2. プロジェクト期間中にカウンターパート職員が大きく交代もしくは異動にならない。 

3. プロジェクト実施のための十分な予算が確保される。 

 

３－４－13 投入（日本側、フィリピン側） 

(1) 日本側 

1) 専門家(長期/短期) 

2) 在外事業強化費 

3) 本邦または第三国研修 

 

(2) フィリピン側 

1) CPの配置・CPにかかる経費負担 

2) 専門家執務用オフィススペース 

3) 日本側の投入に含まれない、その他必要なプロジェクト運営費 

 

３－５ プロジェクトの実施体制 

３－５－１ 実施機関 

DENRを実施機関としたほか、対象自治体としてケソン市、ダバオ市、セブ市、協力機関と

してNSWMCを位置づけた。 
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３－５－２ フィリピン側責任者 

プロジェクトダイレクターをDENRのEMBダイレクター、プロジェクトマネジャーをEMBの

廃棄物管理部長（Chief of Solid Waste Management Division）とした。廃棄物管理部長は、協力

機関のNSWMCの事務局のExecutive Directorを兼任している。 

 

３－５－３ 合同調整委員会（Joint Coordinating Committee: JCC） 

本プロジェクトの意思決定機関として、プロジェクトダイレクターを議長として、基本的に

年間2回開催し、プロジェクトのワークプランや、半年ごとにまとめられるモニタリングシー

トに基づく進捗状況の確認を行う。JCCのメンバーと構成は、下図に示すとおりである。 

 

 

図３－３ JCCメンバー及び構成 

 

３－６ プロジェクト名称変更 

 要請内容から本プロジェクトの基本計画の内容が変更されたことに伴い、フィリピン側と基本

計画に沿ったプロジェクト名称への変更を協議し、別添Minutes of Meetingにおいて下記のとおり

変更することで合意した。 

 

＜英文＞ 

変更前） The Project for Capacity Development on Monitoring for Solid Waste Management 

変更後） The Project for Capacity Development on Improving Solid Waste Management through 

Advanced/Innovative Technologies 
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＜和文＞ 

変更前）フィリピン廃棄物管理モニタリング能力強化プロジェクト 

変更後）先行/先進技術を通じた廃棄物適正管理能力強化プロジェクト 

 



 

－31－ 

第４章 プロジェクト５項目評価 

 

４－１ 妥当性 

以下のとおり、フィリピンの開発政策、開発ニーズ、日本政府の対フィリピン支援政策との整

合性が確認された。また、本プロジェクトの目標達成に向けて、日本の技術やノウハウが有益で

あることからも、プロジェクト実施の妥当性は高いと判断できる。  

 

(1) 相手国の開発政策との整合性 

「国家開発計画2012-2016」においては「環境及び気候変動への対応」が5つの優先課題の

1つとして掲げられており、セクター目標10b「環境質の向上」において3つのサブ目標の1

つに「廃棄物発生・処理の改善」が掲げられている。2017年2月に正式に承認された「国家

開発計画2017-2022」  において、廃棄物管理は引き続き優先目標の1つとして位置づけられ、

同目標において廃棄物管理の広域化及びWTEを含めた技術導入による課題の解決を明示し

ている。また同国家開発計画の策定に併せて国家廃棄物管理戦略（2017-2023）も、2017年

10月末のNSWMCでの承認に向けて改訂が行われており、WTEの導入促進についても新たな

課題として含まれる予定である。本プロジェクトは上記国家開発計画や国家廃棄物管理戦

略等においてフィリピン政府が廃棄物管理の新たな課題として取り組むとしているWTEの

導入促進に資するものである。 

 

(2) CP機関のニーズとの整合性 

WTEガイドラインは、NSWMC Resolution 669として2016年6月に発行された。現在、DENR

の省令としての手続きが進められており、2017年中の省令化をめざしている。このガイド

ラインは廃棄物施設の導入にあたり考慮すべき基本的な事項やモニタリング義務等といっ

た環境配慮要件を定めているが、これを担当するDENR-EMBはWTE施設に対する監督や環

境モニタリングについて経験や実績がない。省令化を控えて、本プロジェクトを通じて施

行にあたっての具体的な管理・監督の方法を強化したいというDENR-EMBのニーズに合致

している。 

一方でLGUは現在、国内外の民間企業からWTE関連施設のプロポーザルを受けているが、

LGUにはWTE施設導入に関連した審査や施設導入にあたり行政機関が留意すべき事項につ

いて知見を有していない。本プロジェクトを通じて、対象LGUは日本人専門家から直接こ

れらの技術的な支援を得ることができる。DENR-EMBはこの経験を取りまとめ、他のLGU

に対して生かすことができる。 

WTE以外の廃棄物管理技術（リサイクル、コンポスト、ごみ分別、MRF運営の改善）に

ついても、DENR-EMBは本プロジェクトを通じて知見を得ることができ、廃棄物管理技術

を総合的に比較検討することができるようになる。各LGUの状況やニーズに応じて、それ

に適した廃棄物管理技術をアドバイスができるようになるほか、廃棄物管理計画策定に関

して技術的な助言ができるようになる。 

以上のことから、本プロジェクトはCP機関のニーズに合致している。 
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(3) 日本の援助政策・国別事業実施計画との整合性 

2015年6月の日比首脳会談で採択された共同宣言及び「戦略的パートナーシップ強化のた

めの行動計画」において、両政府が廃棄物管理などの環境分野で、知見と経験の共有を推

進していくこと等が明記された。2015年10月及び2016年11月に「日比環境政策対話」が開

催され、廃棄物問題にかかる意見交換や廃棄物発電等に係る課題提起が行われるとともに

今後フィリピンへの環境管理への対応に対する協力を進めていくことが確認された。また、

環境省は先述のWTEガイドライン策定に係る支援や「我が国循環産業海外展開事化促進業

務」等を通じて廃棄物発電事業のFS等を実施している。 

「対フィリピン共和国国別援助方針（2012年4月）」及び「フィリピン国 JICA国別分析

ペーパー（2014年11月）」では①投資促進を通じた持続的経済成長、②脆弱性の克服と生

活・生産基盤の安定、③ミンダナオ紛争影響地域における平和構築が重点分野として掲げ

られている。本プロジェクトはこのうち、「②脆弱性の克服と生活・生産基盤の安定」に

資するものである。また、WTE施設の導入にあたってはPPPスキームの適用が想定されてい

ることから、「①投資促進を通じた持続的経済成長」の「官民連携によるインフラ整備」

にも関連性を有する。各LGUではそれぞれPPP条例に従って手続きを進めることになってい

るが、先述のとおりLGUにはWTE施設導入に関連した審査や施設導入にあたり行政機関が

留意すべき事項について知見を有していない。これは民間企業から提案されたWTE技術の

評価やPPPスキームとした場合の財務分析能力だけでなく、公共サービスを民間企業が提供

する際の行政機関としての監督機能など、官民連携の際の行政の責任のあり方に関する支

援が求められている。 

以上のように、わが国の援助政策において本プロジェクトの位置づけは明確であり、JICA

の事業実施計画においても本プロジェクトの活動内容は合致している。 

 

(4) 日本の技術（ノウハウ・経験）の活用促進 

JICAはこれまでマニラ首都圏での開発調査、地方都市を対象にした技プロ、セブ市での

コンポスト普及支援、個別専門家の派遣、課題別研修など、フィリピンを対象にした廃棄

物分野での支援を多数実施してきた。日本の技術への信頼と本機構の実施するプロジェク

トに対する理解があり、協力的である。また、わが国の優れたWTE技術とそれを監督する

環境省・地方自治体の実績・経験に基づくノウハウ・経験の優位性を活用することが可能

であり、本プロジェクトはその促進に貢献し得る。 

 

４－２ 有効性 （予測） 

以下の要因から、有効性はやや高い、と見込まれる。 

 

(1) プロジェクト目標及びその指標 

本プロジェクトは環境天然資源省のDENR-EMBの職員、及び対象地方自治体（ケソン市、

ダバオ市、セブ市）の職員を中心とする廃棄物管理にかかわるステークホルダーをターゲ

ットとし、WTE技術及びその他の廃棄物管理技術を活用した廃棄物管理能力強化がプロジ

ェクト目標である。指標はプロジェクトの成果が実際に活用されるかどうかを判断するも
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ので、国家廃棄物戦略への提言、WTE事業の進捗など客観指標が設定されているほか、定

期的に分析が行われているかどうかなど、カウンターパートの通常業務化しているかを判

断するものであり、適切である。 

 

(2) プロジェクト目標を達成するためのアウトプット計画 

本プロジェクトの目標である「中央政府及び対象地方自治体で、WTE及び他の廃棄物管

理技術を活用した廃棄物管理が改善される。」を構築するために、「成果1：中央政府の（地

方自治体に対する）WTE事業導入促進及び調整能力が強化される。」及び「成果2：対象自

治体のWTE事業の計画、評価/検証、形成及び監理能力が強化される。」で、中央と地方の

行政機関によるWTE事業の管理能力強化を図り、「成果3：中央政府のWTE事業の環境モニ

タリング能力が強化される。」によって、環境モニタリングによる監視能力を強化する。

さらに、「成果4：中央政府及び対象自治体が、WTE技術以外の廃棄物管理技術について、

課題を整理し、提言・提案ができるようになる。」によって、廃棄物管理技術の総合的な

知見を高めるという構成になっており、プロジェクトの目標は達成可能であると判断され

る。 

 

(3) プロジェクトの外部条件及び阻害要因 

本プロジェクトの目標を達成するためには、プロジェクトで技術移転を受けた職員が継

続して勤務することが重要である。本プロジェクト実施中のカウンターパートの異動の可

能性は低いが正規職員の数は決められており、業務が増えた場合には臨時職員を雇用する

ことで対応している。正規職員は、すでに環境管理や廃棄物管理分野でのキャリアをもっ

ているため、本プロジェクトに対して臨時職員のみが充てられることがないよう先方機関

と協議し、よりいっそう専門性を高めて組織のキャパシティビルディングにつなげていく

必要がある。 

 

４－３ 効率性 （予測） 

以下の要因から、効率性はやや高い、と見込まれる。 

 

(1) アウトプットを産出のための活動計画  

本プロジェクトでは、まず現況把握が必要な成果2、3、4の活動から始めるが、4つの成

果の活動はほぼ同時並行的に行われる。成果1及び成果4の中央政府レベルでの活動は、成

果2の地方自治体での状況やプロジェクト活動の経験や教訓を吸収しながら進行する。本邦

研修または第三国研修は、プロジェクト期間中にフィリピン側とも調整しつつ行われ、プ

ロジェクトの 終成果は 後にセミナーを開催し、関係者に共有される。 

 

(2) 投入計画 

1) 日本側より各種活動に関する技術的なインプットや関係者間調整のノウハウの伝授は

日本人専門家が担当し、日本の廃棄物管理行政の経験・知見を有する者及び環境モニタ

リング技術者を想定している。これら官民の活動に詳しい専門家が相互補完的に活動す

ることによって、技術移転の効率及び効果が高まることが期待できる。 
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2) フィリピンに対してはこれまで廃棄物管理関連のJICA協力の実績があり、その成果と

教訓を有効に活用することができる。現在実施中の「ダバオ市廃棄物利用発電技術普及

促進事業」及び「ダバオ市インフラ開発計画策定・管理能力向上プロジェクト」との連

携も、本プロジェクトの効率的な運営に貢献する。また、他ドナーによる実施中の類似

プロジェクトである、世界銀行による「ダイオキシンを含むIPOPs 管理プロジェクト

(Integrated Persistent Organic Pollutants Management Project, GEF Grant No. TF095839)」、ア

ジア開発銀行（ADB）が運営する信託基金「アジア・太平洋プロジェクト組成ファシリ

ティ（Asia Pacific Project Preparation Facility：AP3F ）」のスキームを通じて、セブ市で行

われる予定の｢廃棄物管理PPPプロジェクト(Solid Waste Management PPP Project)｣とも効

果的に連携することで、プロジェクトをより効率的に実施することが可能である。 

 

(3) 外部条件及び阻害要因 

現時点では、WTE推進に関する国や地方自治体の政策方針、関連する法令等が大幅に変

更される予定はなくWTEガイドラインも年内の省令化にむけて、手続きが進められている。

本プロジェクトにおいては、固形廃棄物管理を所掌するLGUとそれを監督・助言・指導す

る立場にあるDENR-EMBの実際の関係性を明らかにし、特に中央政府レベルからの実効性

のある助言・指導のありかたを検討する必要がある。 

 

(4) 投入のタイミング 

プロジェクト開始前及び実施中においてフィリピン側とも調整し、各成果に対する活動

に応じて、日本人専門家が適切に投入される予定である。また、大型または特殊な機材の

投入は予定されていない。 

 

４－４ インパクト（予測） 

以下の点から、正のインパクトの発現が期待できる。 

 

(1) 上位目標及び指標 

上位目標は「上位目標：WTE及びほかの廃棄物管理技術の導入を通じて、フィリピンの

廃棄物管理システムが改善される。」である。上位目標の指標は、①1つ以上の地方自治体

で、プロジェクトの成果が活用される。②プロジェクトによる提言が国家廃棄物管理戦略

(2023-28)に反映される。③ダイオキシン分析の結果がEMB年次報告書に掲載される。とし

ており、各報告書及び聞き取り調査で指標を入手することは十分可能であり、上位目標へ

のインパクトの事実を確認できる。 

 

(2) 因果関係 

近年の地方自治体へのWTE施設導入に関する各国企業からのアプローチ・プロポーザル

に対して、技術的な評価・判断・監理ができない状況が、地方自治体だけでなく国として

も大きな課題となっている。環境省によるWTEガイドライン策定支援に加えて、本プロジ

ェクトによる支援で、WTEガイドラインの実質的な施行の体制を整えることが、中央政府

レベルと地方自治体による固形廃棄物管理体制の構築につながり、フィリピン国全土にお
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いて廃棄物管理状況が改善される可能性がある。したがって本プロジェクトの上位目標が

達成される見込みは高いと考えられる。 

 

(3) 波及効果 

1) 固形廃棄物の適正管理へのインパクト： 

  本プロジェクトが対象とする廃棄物は、地方自治体がその管理を所掌する都市固形廃

棄物であり、同廃棄物を対象に焼却を中心とするWTE技術とその他廃棄物管理技術によ

る処理の検討をする。RA9003では発生源における廃棄物の減量化及び排出される廃棄物

のリサイクルを通じ 終処分される廃棄物処分量を極力削減し、発生する廃棄物を適正

に管理することをめざしている。したがってWTE技術及びその他の廃棄物管理技術の活

用には、ごみ量・ごみ質、フローの把握と処理施設に搬入する前の、ごみ分別、リサイ

クルによる減容化が前提となる。地方自治体には、現実的で実行可能な廃棄物管理計画

の策定能力が求められることになるため、都市固形廃棄物の適正管理へのインパクトが

期待される。 

2) ダイオキシン類の環境基準設定へのインパクト： 

  WTEガイドラインでは、初めてダイオキシン類の排出基準が設けられたが、これはWTE

施設事業者によるセルフモニタリングとして報告することになっており、かつ排ガスの

排出基準のみである。本プロジェクトでは、規制施行機関としてこの基準の順守を検証・

監督すべき立場にあるDENRに対してその能力を強化するが、まだ該当するWTE施設がな

いことから、排気に関してはDENRが立ち入り検査をしている施設で、大気質に関しては

既存の廃棄物管理施設等において実地研修を行い、サンプリング・分析能力を強化する

ことが想定されている。これにより、大気質におけるダイオキシン類の環境基準設定へ

むけた動きが期待される。その他の媒体（土壌、底質、水質）については、本邦研修等

を通じて知見を提供することから、同様に環境基準設定にむけた動きが期待される。 

 

４－５ 持続性（予測）  

 以下の要因から、持続性はやや高い、と見込まれる。  

 

(1) 政策・制度面 

地方自治体への自国・外国企業からのWTE施設導入に関するアプローチが多数ある現状

で、DENRはWTEガイドラインの省令化をすすめており、規制整備とその確実な施行は急務

である。現在、わが国を含め、各国及び他ドナーの支援のもと、地方自治体による適正な

廃棄物管理、環境モニタリング能力の強化が行われている。 

国家廃棄物管理戦略（2012-2016）及び同(2017-2023)では、WTE施設導入は廃棄物管理改

善のための主要なオプションの1つとして提示されている。今後も地方自治体でのWTE施設

導入のプロジェクト化の進行、及びそれに呼応する本プロジェクトの活動が 国家廃棄物管

理戦略(2023-28)に反映されるだけでなく、WTE施設を導入した廃棄物管理が具体化してい

くことが想定される。以上のことから、本プロジェクト終了後も現在の廃棄物管理政策の

方向性は継続する見込みである。 
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(2) 組織・財政面 

本プロジェクトのターゲットであるDENR-EMB内組織のうち、カウンターパート組織と

なるのは、プログラム開発・技術サービス部門（Program Development and Technical Services 

Section：PDTSS）、環境質部（Environmental Quality Division：EQD）、環境リサーチ・ラ

ボサービス部（Environmental Research and Laboratory Services Division：ERLSD) and SWMD

及び対象地方自治体の廃棄物管理担当部局を含む廃棄物管理委員会メンバー（ステークホ

ルダー）である。 

本プロジェクトに必要なフィリピン側の予算はDENR-EMBが申請する予定である。次会

計年度の予算申請の締め切りは毎年8月である。環境モニタリングについては、DENR-EMB

ラボでの分析機器は調達済みで、現在標準試薬の調達を待っている段階である。ダイオキ

シン分析を継続するための予算は引き続き申請できる見込みであるが、予算の確保につい

てはプロジェクトの円滑な実施のためにプロジェクト活動の一環と位置づける可能性もあ

る点に留意する必要がある。なお、専門家による執務スペース、設備の提供などはフィリ

ピン側の負担事項として合意されている。 

プロジェクトは、既存の組織体制を活用するため、プロジェクト終了後も体制は継続す

る可能性が高いが、プロジェクト終了後もDENRは地方自治体への支援を継続することにな

るため、その効果的な予算獲得方法をDENRが見出す必要がある。 

固形廃棄物管理にかかる中央政府レベルと地方自治体の間の財政負担割合（コストシェ

アリングスキーム）については、現在改定中で、まもなく議会で承認予定とのことであり、

この動向に留意する必要がある。このコストシェアリングスキームにおいては、WTE施設

導入をPPPで実施することを想定しているため、PPPという手法の課題にも留意する必要が

ある。本プロジェクト実施中に、先述のとおりADBがセブ市でその検討をすることになっ

ているため、同プロジェクトに連携し、課題を明らかにしておく必要がある。 

 

(3) 技術面 

プロジェクト活動による成果は各種マニュアルやガイドラインとして作成される。プロ

ジェクトで作成される各種ガイドライン及びマニュアルは、プロジェクト終了後もDENR職

員によって、全国の地方自治体に対する支援・指導のツールとして活用される予定であり、

プロジェクトの成果はプロジェクト終了後も活用されることが期待できる。そのためには、

規制執行機関であるDENRと実施機関である地方自治体の間の責任・役割分担と、実効性の

ある支援・指導の方法をプロジェクト期間中に明確化する必要がある。対象地方自治体に

ついては、WTE事業の進捗によって求められる監理能力がそれぞれ異なるが、プロジェク

ト終了後も引き続きDENRと連携してくことが望ましい。 

環境モニタリングについては、DENRによる環境モニタリング義務が明文化されるなど、

本プロジェクトで移転されたダイオキシン分析を継続して実施していけるような、仕組み

づくりをフィリピン側が行っていく必要がある。 
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第５章 団長所感 

 

 フィリピンの廃棄物管理に対する技術協力は2000年初頭まで、収集・運搬、 終処分等の廃棄

物管理における基礎的なキャパシティ・ディベロップメントを主目的として実施され、それ以降

は主として民間連携スキームによるWTE事業への協力や草の根技術協力事業が実施されてきた。

近年日本の環境省がWTEガイドラインの策定支援、廃棄物発電に係るFSの実施、2015・2016年の

DENR等との環境分野での政策対話等を通じて廃棄物管理を含めた環境管理分野の二国間協力の

推進を図っている。また北九州市がダバオ市と「都市間連携覚書」を締結し草の根技術協力事業

を実施する等日本のステークホルダーによるフィリピンでの廃棄物管理、WTEへの協力・支援が

活発化している。フィリピン側としても特に地方自治体においては 終処分場の逼迫から焼却を

含めたWTE技術の導入は喫緊の課題となっており、約10年ぶりの技術協力であるが本プロジェク

トは時宜を得たものであると考えられる。 

 プロジェクトの実施にあたっては、①（様々なドナーから援助を受け、いわゆる「援助慣れ」

している）フィリピン側のオーナーシップを 大限引き出すようなアプローチを取ること、②国

内のステークホルダーと適宜連携すること、に留意しつつプロジェクトを進めていくことが重要

であると考えられる。 
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